
（１）補助対象地域間幹線バス系統への接続（要綱別表７ ロ①）

＊地域間交通ネットワーク：黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれるが、地域間幹線バスは、
幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要

接続

（２）交通不便地域（要綱別表７ ロ②）

フィーダー系統（路線運行）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域

接続

フィーダー系統（路線運行）
接続

補助対象地域間幹線バス

フィーダー系統（区域運行）

フィーダー系統
※ 専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行
区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外

接続

補助対象地域間幹線バス
［政令市等が関わる場合］ 政令市・中核市・特別区

政令市等以外の市町村

フィーダー系統（区域運行）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指定する地域

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネット
ワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者
又は地域公共交通活性化・再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

補助内容

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件（詳細は、要綱別表７）
・補助対象地域間バス系統を補完するものであること
又は過疎地域等の交通不便地域の移動確保を目的
とするものであること
・補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を
有するものであること
・新たに運行又は公的支援を受けるものであること
・乗車人員が２人／１回以上であること
（定時定路線型の場合に限る。）
・経常収益が経常費用に達していないこと

補助対象系統のイメージ
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＜補助対象経費算定方法＞
経常費用
（事業者のキロ当たり経常費用
×系統毎の実車走行キロの実績）
－

経常収益
（系統毎の運送収入、運送雑収
及び営業外収益の実績）

地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域内フィーダー系統補助）


